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困難な問題を抱える女性への支援の推進について

• 令和６年４月1日より「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（以下「女性支援新法」という。）が施行され
る。女性支援新法では、新たに、基本計画の策定や支援調整会議の設置、市町村における女性相談支援員の配置、民間団体
との協働による支援等が規定され、女性の福祉の増進という目的の下、多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること
としている。

• 厚生労働省においては、女性支援新法の円滑な施行に向け、①地方自治体が開催する研修会等における行政説明、②支援
の指針となる各種ガイドライン等の策定、③女性支援特設サイト「あなたのミカタ」の開設、④全国フォーラムの開催等に
取り組んでいる。

• 女性相談支援員の活動の強化や女性自立支援施設へ通所しながら相談支援等を継続的に受けることのできるモデル事業の
実施、女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル設置の検討等、引き続き、困難な問題を抱える女性への支援を推進する。

また、支援者向けの研修教材の作成や国研修の体系見直しについて検討を行い、女性支援に携わる人材育成の充実を図る。

・ 女性支援新法附則第２条に基づき、支援を受ける者の権利擁護の仕組みの構築及び支援の質を公正かつ適切に評価する仕
組みの構築について検討を進める。

• 女性支援新法においては、「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」（基本計画）
の策定を都道府県に義務づけるとともに、市町村に対しても努力義務として策定を求めている。このため、都道府県の基本
計画については令和５年度末までに策定いただくようお願いする。

また、努力義務となっている支援調整会議の設置及び市町村における女性相談支援員の配置についても、積極的にご検討
いただくようお願いする。

• １月31日に開設した女性支援特設サイト「あなたのミカタ」では、女性支援新法に関する研修動画や、全国フォーラム
の動画、女性支援に関する関係通知及び広報啓発に活用可能なリーフレット等を掲載しているため、積極的にご活用いただ
くようお願いする。

（ ３ ） 依 頼 ・ 連 絡 事 項

（ ２ ） 令 和 ６ 年 度 の 取 組

（ １ ） 現 状 ・ 課 題

■目的・基本理念
＝「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった視点を明確に規定。

※現行の売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的。

■国・地方公共団体の責務
＝困難な問題を抱える女性への支援に必要な施
策を講じる責務を明記。

■国の「基本方針」
※厚生労働大臣告示で、困難な

問題を抱える女性支援のため
の施策内容等

■都道府県基本計画等

⇒施策の実施内容

女性相談支援センター
（旧名：婦人相談所）

女性相談支援員
（旧名：婦人相談員）

女性自立支援施設
（旧名：婦人保護施設）

民間だあ

■支援対象者の意向を勘案。訪問、巡回、居場所
の提供、インターネットの活用等による支援
⇒官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援

■支援調整会議（自治体）
⇒関係機関、民間団体で支援内
容を協議する場。連携・協働し
た支援

民間団体との「協働」による支援

■教育・啓発■教育・啓発 ■調査研究の推進■調査研究の推進

■人材の確保■人材の確保 ■民間団体援助■民間団体援助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（議員立法）のポイント

■国・自治体による支弁・負担・補助 民間団体に対する補助規定創設

■女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化。コロナ禍によりこうした課題が
顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題。

■こうした中、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱
却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。

売春防止法

第１章総則
（主な規定）
第１条 目的
第２条 定義
第３条 売春の禁止

第２章刑事処分
（主な罰則）
第５条 勧誘等
第６条 周旋等
第11条 場所の提供
第12条 売春をさせる業

第３章補導処分
（主な規定）
第17条 補導処分
第18条 補導処分の期間
第22条 収容

第４章保護更生
（主な規定）
第34条 婦人相談所
第35条 婦人相談員
第36条 婦人保護施設
第38条 都道府県及び市の支弁
第40条 国の負担及び補助

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（新法）（令和６年４月１日施行）

存
続

廃止
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厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室

令和６年度 困難な問題を抱える女性への支援関係当初予算案の概要

令和６年度当初予算案 ５２億円（４８億円）※ （）内は前年度当初予算

＜主な拡充事項＞

１．困難な問題を抱える女性支援推進等事業

・ 女性相談支援員手当の拡充（勤勉手当の創設、実施主体の拡大：都道府県・市 ⇒ 都道府県・市町村）
・ 困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業の拡充（実施主体の拡大：市 ⇒ 都道府県・市町村）
・ 女性自立支援施設通所型支援モデル事業の創設

２．女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金

・ 女性相談支援センター一時保護所及び女性自立支援施設における通訳者雇上費の対象者の拡充

＜当初予算案の内訳＞

◇ 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 26億円（23億円）

◇ 女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金・女性相談支援センター運営費負担金 27億円（26億円）

◇ その他（研修費用）

〇 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、困難な問題を抱える女性の人権を尊重し、安心して、
かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的として、抱えている問題及び背景、心身の状況等に応じた
最適な支援を受けられるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の
多様な支援を包括的に提供する体制整備を図る。

・ 女性相談支援員（非正規職員）の配置に必要な費用（女性相談支援員活動強化事業）

・ 支援調整会議の設置・運営に必要な費用（困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業）

・ 民間団体との協働による支援の実施に必要な費用（民間団体支援強化・推進事業、若年被害女性等支援事業 等）

・ 女性相談支援センターの一時保護所の運営費（女性保護事業費負担金 等）

・ 女性自立支援施設の運営費（女性自立支援事業費補助金 等）

・ 女性相談支援センターにおける移送費や人身取引被害者の通訳者雇上費用（女性相談支援センター運営費負担金） 等

３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

女性相談支援員活動強化事業【平成14年度創設】

○ 女性相談支援員の業務内容や勤務実態を踏まえ、研修受講の有無や経験年
数に応じた手当を支給することで、必要な人材を確保し、適切な支援を提供
する。

○ さらに、女性相談支援員の専門性の向上を図るため、各種研修を積極的に
受講できるよう、研修派遣のための旅費や、派遣中の代替職員の配置に要す
る経費を補助する。

【拡充内容】

○ 女性支援新法の施行を踏まえた実施主体の拡大（町村の追加）。

〇 地方自治法の一部を改正する法律を踏まえた、勤勉手当の新設。

＜実施主体＞ ＜補助率＞
都道府県・市町村（特別区含む） 国１／２（都道府県・市町村１／２）

＜補助単価案＞
１．女性相談支援員手当等
（１）女性相談支援員手当

ア 基本額 研修修了者：月額 197,700円、研修未修了者：月額 153,900円
イ 経験年数加算（R4～）

ⅰ 経験年数３～９年の者 研修修了者 ：月額 4,500円 ×（経験年数-2年）
研修未修了者：月額 3,500円 ×（経験年数-2年）

ⅱ 経験年数10年以上の者 研修修了者 ：月額 45,000円
研修未修了者：月額 35,000円

ウ 期末手当 （R4～） 研修修了者 ：年額 474,480円
研修未修了者：年額 369,360円

○ 困難な問題を抱える女性への支援の担い手となる女性相談支援員（非正規職員）の手当を支給することで必要な人材を確保するととも
に、各種研修受講等を推進することで、専門性の向上を図ることを目的とする。

＜処遇改善の実施状況（経験年数５年統括女性相談支援員の場合のイメージ）＞

令和３年度以前 令和４年度 令和５年度

基本額
2,372,400円

経験年数加算等
636,480円

職務に応じた加算
480,000円

2,372,400円

3,008,880円

3,488,880円

令和３年度 ⇒ 令和６年度

年額1,511,880円の増

＜相談員配置実績等＞
相談員数：1,586人（R5.4.1時点）
相談対応件数：延べ434,285件（R4年度）

令和６年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 2６億円の内数（23億円の内数）※（）内は前年度当初予算額

エ 勤勉手当 （R６～） 研修修了者 ：年額 395,400円
研修未修了者：年額 307,800円

（２）統括女性相談支援員加算 月額 40,000円（R5～）
（３）主任女性相談支援員加算 月額 5,000円（R5～）

２．女性相談支援員活動費
ア 都道府県 女性相談支援員の数 × 60,000円
イ 市 町 村 女性相談支援員の数 × 51,000円
ウ 研修旅費 １人あたり年額 46,360円
エ 代替職員 １自治体あたり年額 246,080円

令和６年度

3,884,280円
勤勉手当

395,400円

- 3 -



女性自立支援施設

３ 実 施 主 体 等

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム

１ 事 業 の 目 的

女性自立支援施設通所型支援モデル事業【令和６年度創設】

○ 困難な問題を抱える女性のうち女性自立支援施設（現：婦人保護施設）への入所による支援が望ましいと考えられる女性であっても、若年女性、同
伴児のいる女性、障害を持つ女性等の概ね３割が入所につながっていない。

〇 また、入所につながらなかったケースについては、その後の行き先や支援の状況が把握できない場合も多く、支援が途切れている可能性もある。

〇 そのため、女性自立支援施設へ通所しながら、性暴力等の被害からの心身の健康の回復に向けた支援や、安定的な日常生活を営んでいくための専門
的な相談支援等を継続的に受けられる事業をモデル的に実施し、入所につながらなかったケースへの効果的な支援の在り方を検討する。

【実施主体】都道府県 【補 助 率】３／４ 【補助単価案】１施設あたり 5,571千円、４の利用者一人当たり日額2,405円

１．日中活動等を通じた居場所の確保や生活習慣等の定着支援
日中活動等を通じて、日中の居場所を提供するとともに、就業意欲を高

め、一般的な生活力を身につけるための支援を行う。

２．心理療法
定期的な心理療法等を実施し、性暴力等の被害からの心身の健康の回復

を図る。

３．ピアサポート
施設入所者を含め、同じ立場や境遇、経験等を有する女性同士の情報交

換や交流の場の提供など、当事者性を活かしたサポート活動を行う。

４．施設の生活体験
施設入所が望ましい者等について、事前に施設における生活を体験する

ことで、本人の意思決定等を支援する。

５．施設入所への課題検証等
入所に至らなかったケースについて、その要因を検証し、必要な見直し

を図るとともに、必要に応じた入所の促進を図る。

参考：困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針（令和５年３月29日厚生労働省告示第111号）（抜粋）
特に、女性自立支援施設への入所措置がなされない場合、性暴力等の被害からの心身の健康の回復に向けた支援や、安定的な日常生活を営んで
いくための専門的な相談支援等を継続的に受けることが難しいとの指摘もあることから、例えば通所により、女性自立支援施設等の支援担当者の
専門性を活かした支援を受ける等、入所措置に至らない場合の新たな専門的支援の在り方について、検討を深めていくことが必要である。

＜事業イメージ＞

施設入所による支

援が望ましい女性

＜ 施設入所 ＞

施設入所につながらなかったケース
【課題】

・生活保護の活用や、無料低額宿泊所へ入所す

るケースのほか、

・その後の行き先等の状況が把握できなくなる

場合も多い

１．日中活動等を通じた居場所の確
保や生活習慣等の定着支援

２．心理療法
３．ピアサポート
４．施設の生活体験
５．施設入所への課題検証等

＜ モデル事業の実施＞

令和６年度当初予算案 困難な問題を抱える女性支援推進等事業 2６億円の内数

女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル「＃８７７８」について

概 要

・ 生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、困難な問題を抱える女性が、女性相談支援
センターに相談アクセスしやすい環境を整備することを目的として、女性相談支援センター全国
共通短縮ダイヤル「＃８７７８（はなそう なやみ）」を開設する。
※ 女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤルとは、都道府県（又は指定都市）が設置する女性
相談支援センターの電話番号を予め「＃８７７８」に接続させておくことにより、相談者が
全国どこからでも「＃８７７８」に電話をすれば、電話をかけた所在地の女性相談支援センター
につながる仕組み。

＜イメージ＞
○○女性相談支援センター

全国共通
短縮ダイヤル

はなそうなやみ
＃８７７８

△△女性相談支援センター

□□女性相談支援センター

電
話
を
か
け
た
所
在
地
の

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
自
動
転
送

はなそうなやみ

困難な問題を抱える女性

困難な問題を抱える女性

困難な問題を抱える女性
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女性支援特設サイト「あなたのミカタ」について

・ 「あなたのミカタ」は、性的な被害、家庭の状況その他様々な事情により、日常生活や社会生活を営む上で困難な問題を抱える女性の
ための支援ポータルサイトであり、令和６年１月31日に公開。
・ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、さまざまな支援情報や各自治体の相談窓口などを掲載。

「あなたのミカタ」とは・・

女性支援特設サイト「あなたのミカタ」：https://anata-no-mikata.jp/

主なコンテンツについて

女性支援新法について

自治体の相談窓口一覧

困難な問題の例示及び支援施策

※コンテンツは順次更新予定

「性被害問題」、「家庭の問題」、「経済的な問題」など、
女性の抱える困難な問題を分かりやすく解説するとともに、
活用できる支援施策等を紹介。

支援者向け情報
女性支援に関する関係通知及び調査研究等における成果物

や、女性支援に関する広報啓発に活用可能なリーフレット等
を掲載。

自治体の相談窓口に関する情報（窓口の名称、電話番号、
受付時間、HPなど）を掲載。

困難な問題を抱える女性一人一人のニーズに応じて、本人
の立場に寄り添って、切れ目のない包括的な支援を行うこと
等制度について解説
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第１ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行について

１ 女性支援新法の施行に向けた取組

令和６年４月 1 日より、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」

（令和４法律第 52 号。以下「女性支援新法」という。）が施行される。女性

支援新法の施行に伴い、これまで売春防止法を主な根拠として行われてきた

婦人保護・女性支援について、今後は、「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」

「男女平等」といった新たな視点に立ち、困難を抱える女性一人ひとりのニ

ーズに応じて、多様な支援を包括的に提供する体制を整備することとしてい

る。

都道府県におかれては、引き続き、女性支援新法の施行に向けて、新たな

支援体制の構築や条例等の整備などの準備に取り組んでいただくとともに、

管内市町村に対し、同様に準備を進めていただくよう働きかけをお願いする。

２ 都道府県基本計画等の策定

女性支援新法においては、「困難な問題を抱える女性への支援のための施

策の実施に関する基本的な計画」（基本計画）の策定を都道府県に義務づけ

るとともに、市町村に対しても努力義務として基本計画の策定を求めている。

都道府県におかれては、既に計画の策定に取り組んでいただいているもの

と承知しているが、引き続き、地域の実情や課題を把握し、必要な支援のた

めの施策をご検討いただき、令和５年度末までの策定をお願いする。

また、都道府県におかれては、管内市町村に対し、計画の策定に取り組ん

でいただくよう働きかけていただくようお願いする。

なお、基本計画の策定や女性支援新法の施行に当たり、都道府県等が開催

する研修会等において、厚生労働省による行政説明等の対応を希望される自

治体におかれては、積極的にご連絡いただきたい。

（「研修会等における行政説明及び都道府県基本計画の策定等に関する意

見交換について」（令和５年９月８日厚生労働省社会・援護局総務課女性支

援室事務連絡）参照）
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３ 支援調整会議の設置

女性支援新法では、地方公共団体は、単独又は共同して、困難な問題を抱

える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関等により構成される

「支援調整会議」を組織するよう努めるものとされているため、当会議体の

積極的な設置をお願いする。

また、現在、国において、支援調整会議の実施に関するガイドラインを策

定しており、今後発出予定であるため、参考にしていただきたい。

４ 女性相談支援員の配置促進

女性支援新法では、女性相談支援員について、市町村においても配置に努

めるものとされている。支援対象者の身近なところで、寄り添いながら、き

め細かな支援が行われるよう、都道府県においては、女性相談支援員未配置

市町村に対し、その配置を働きかけていただくようお願いする。

また、女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能

力及び専門的な知識経験を有する人材の登用に特に配慮するとともに、可能

なかぎり専任かつ継続的な配置となるよう留意いただくようお願いする。

加えて、会計年度任用職員として雇用する場合であっても、給与水準の決

定等にあたっては、

① 地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則

にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常

勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎としつつ、職務の内

容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮する

こと。

② 財政上の制約を理由として、期末手当や勤勉手当の支給を抑制しない

こと。

について十分に留意し、適切に決定いただくようお願いする。

なお、現在、国において、女性相談支援員の専門性の向上を図ることを目

的として、研修カリキュラムの作成に取り組んでいるところである。都道府

県におかれては、本カリキュラムを活用いただきながら、女性相談支援員の

専門性の向上等に取り組んでいただくようお願いする。
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５ 民間団体との協働による支援

女性支援新法では、都道府県及び市町村は、困難な問題を抱える女性への

支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、

困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、

居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行等の方法により、

支援を行うものとされている。

「困難な問題を抱える若年女性に対する支援スタートアップマニュアル」

（令和４年３月「困難な問題を抱える若年女性の包括的な支援に関する調査

研究」ワーキングチーム）等を参考にしながら、民間団体と協働した支援体

制を構築するようお願いする。

なお、支援を行うことができる民間団体が少ない自治体においては、後述

する「民間団体支援強化・推進事業」の活用等により、女性支援を行う意向

のある既存の民間団体及び新規の民間団体の立ち上げに関する支援等を行

うことについて検討いただくようお願いする。

６ 各種ガイドライン等の策定

現在、厚生労働省において、支援の指針となる各種ガイドライン等（「女

性相談支援センターガイドライン」、「女性相談支援員相談・支援指針」、「女

性自立支援施設運営指針」）を策定し、3 月中に発出する予定である。

各自治体におかれては、本ガイドライン等を踏まえつつ、困難な問題を抱

える女性、一人一人のニーズに応じた寄り添った支援に取り組んでいただく

ようお願いする。

７ 女性支援特設サイト「あなたのミカタ」

本年１月 31 日に、厚生労働省の補助金事業により、女性支援特設サイト

「あなたのミカタ」（ＵＲＬ：https://anata-no-mikata.jp/）を公開したと

ころである。本サイトでは、支援対象者向けに各自治体の相談窓口の案内を

行うとともに、支援機関・支援者向けに、各種通知、調査研究の成果物のほ

か、女性支援に関するコラムや広報素材等を掲載している。都道府県におか
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れては、積極的にご活用いただくとともに、市町村を始めとした関係者等へ

の周知について、ご協力をお願いする。

８ 女性支援新法全国フォーラム

令和６年１月26日に、社会における女性支援への理解をより深めるほか、

女性支援に関する機運を醸成し、女性が安心してかつ自立して暮らせる社会

の実現に寄与することを目的とした「女性支援新法全国フォーラム」を開催

したところである。本フォーラムの動画や資料については、女性支援特設サ

イト「あなたのミカタ」に掲載しているため、ご確認いただくようお願いす

る。

なお、「女性支援新法全国フォーラム」では、以下のとおり「女性支援の

充実に向けた宣言」が提案・合意されたところであり、内容についてご承知

いただき、困難な問題を抱える女性、一人一人のニーズに応じた寄り添った

支援に取り組んでいただくようお願いする。

○ 女性支援の充実に向けた宣言(三田宣言)

（令和６年１月26日女性支援新法全国フォーラム合意）

① 女性支援新法の趣旨に則り、支援対象者の属性や課題にかかわらず、

幅広く相談を受け止め、困難な問題を抱える女性が取り残されたり、制

度の狭間に落ちないよう、当事者主体の観点から、支援機関が責任を持

って必要な支援をコーディネートすること。

② 女性が自らの意思を尊重されながら、その置かれた状況に応じて、き

め細かで包括的な支援を受けられるよう、丁寧なソーシャルワークを行

い、関係する行政機関と関係団体において、つなぐ支援、つながり寄り

添い続ける支援を実践すること。特に、一時保護や女性自立支援施設に

おける中長期的支援が必要な女性に関しては、その円滑な利用が促進さ

れるよう、ニーズに合った支援を行うこと。

③ 行政機関と民間団体が、地域で顔の見える関係を構築し、互いの良さ

や強みを生かして、対等な立場で連携・協働することで、より良い女性

支援を目指すこと。

④ 性犯罪・性暴力等の被害者など困難な問題を抱えた女性たちや、支援

者等に対して、様々な形で誹謗中傷や妨害行為が行われることにより、

支援へのアクセスが妨げられ、その尊厳が損なわれたり、活動への支障
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等により性犯罪・性暴力等の根絶に向けた歩みが妨げられるようなこと

はあってはならず、すべての支援者、支援機関が一丸となって、こうし

た姿勢を発信すること。

【参考】女性支援新法に関する主な政省令等

・女性相談支援センターに関する政令（令和５年政令第85号）

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則（令和５年厚生

労働省令第37号）

・女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５年厚生労働省令

第36号）

・困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針

（令和５年厚生労働省告示第111号）

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第九条第七項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める基準（令和５年厚生労働省告示第109号）

・女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準第十八条の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める給付金（令和５年厚生労働省告示第110号）

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係政令

の整備に関する政令（令和５年政令第163号）

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働

省関係省令の整備に関する省令（令和５年厚生労働省令第68号）

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働

省関係告示の整備に関する告示（令和５年厚生労働省告示第 171 号）

第２ 令和６年度当初予算案について

１ 女性相談支援員活動強化事業【拡充】

「女性相談支援員活動強化事業」（旧：婦人相談員活動強化事業）は、女

性相談支援員の人材確保及び専門性の向上を図ることを目的として、都道府

県及び市が女性相談支援員を配置する場合に必要な費用の補助を行うもの

である。

令和５年度からは、一定の経験を有し、特定の研修を受講した者を、統括

女性相談支援員として配置した場合は月額４万円、主任女性相談支援員とし
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て配置した場合は月額５千円の処遇改善を実施しているところである。

令和６年度当初予算案においては、

・ 実施主体の拡大（都道府県市 ⇒ 都道府県市町村）

・ 勤勉手当加算の創設

を計上しているため、積極的に活用いただくとともに、女性相談支援員の処

遇の確保に努めていただくようお願いする。

＜実施主体＞都道府県・市町村（特別区含む）

＜補助率＞国１／２（都道府県・市町村１／２）

２ 困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業【拡充】

「困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業」は、女性相談支援員

を配置している市において、円滑に「支援調整会議」の設置・運営が行われ

るよう、必要な費用の補助を行うものである。

令和６年度当初予算案においては、実施主体の拡大（女性相談支援員を配

置している市 ⇒ 都道府県・女性相談支援員を配置している市町村）を盛り

込んでいるところである。

また、本事業の国の補助率は 10/10 補助であるほか、会議の構成等につい

ては、地域の実情に応じて柔軟な事業実施が可能なものであるため、積極的

に活用いただくようお願いする。

＜実施主体＞都道府県・市町村（特別区含む）

＜補助率＞国１０／１０

３ 女性自立支援施設通所型支援モデル事業【新規】

令和６年度当初予算案では、新規事業として、女性自立支援施設における

「通所支援」に必要な費用を補助する「女性自立支援施設通所型支援モデル

事業」を盛り込んでいるところである。

本事業は、本来女性自立支援施設への入所が望ましい者であっても、特に

若年女性や、同伴児のいる女性などについては、本人の同意が取れず、入所

に繋がらないケースが少なくないため、そういった者に対し、施設の専門性

を生かし、入所せずとも通所で支援できる体制を構築することを目的とした
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ものである。

具体的には、

・ 施設における日中活動を通じた居場所の確保や生活習慣の定着支援の

実施

・ 通所による心理療法の実施

・ 当事者同士の交流の場を提供するなどといったピアサポートの実施

・ 施設の生活体験

等に必要な費用を補助するものであり、都道府県におかれては、積極的にご

活用いただくとともに、管内の女性自立支援施設等への周知について、ご協

力をお願いする。

＜実施主体＞都道府県

＜補助率＞国３／４

４ 困難女性支援活動・ＤＶ対策機能強化事業

「困難女性支援活動・ＤＶ対策機能強化事業」（旧：売春防止活動・ＤＶ

対策機能強化事業）は、困難な問題を抱える女性への支援及び暴力被害女性

の保護を目的として、

・ 困難な問題を抱える女性への支援の推進を図るための広報啓発

・ 夜間休日の電話対応及びＳＮＳを活用した相談支援

・ 女性相談支援センターにおける弁護士による法的相談

・ 女性相談支援センターの職員等を対象とした各種研修の開催

・ 女性自立支援施設入所者への地域生活移行支援（ステップハウス）

・ 女性自立支援施設退所者への相談支援（アフターケア）

等に必要な費用を補助するものである。

特に若年層を中心にＳＮＳ等がコミュニケーション手段の中心となって

いる実態を踏まえると、ＳＮＳを活用した相談を行うことも有効と考えられ

るため、積極的にご活用いただくようお願いする。

＜実施主体＞事業により異なる。

＜補助率＞国１／２（地方負担割合は、事業により異なる。）
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５ ＤＶ被害者等自立生活援助事業

「ＤＶ被害者等自立生活援助事業」は、一時保護所退所後のＤＶ被害女性

が、地域で自立した生活を継続して送られるよう、民間団体が運営するＤＶ

シェルター等を活用し、自立支援やアフターケアを行う場合に必要な費用を

補助するものである。

それぞれの民間団体の特徴や強みを生かした柔軟な事業実施が可能なも

のであることから、積極的にご活用いただくようお願いする。

＜実施主体＞都道府県・市（特別区含む）

＜補助率＞国１／２（都道府県・市１／２）

６ 若年被害女性等支援事業

「若年被害女性等支援事業」は、様々な困難な問題を抱えた女性について、

公的機関と民間団体が協働し、アウトリーチからの相談対応や、居場所の確

保、自立支援等に必要な費用を補助するものである。

特に、若年女性は、自ら悩みを抱え込んでいることで問題が顕在化しにく

く、公的な支援につながりにくいといった側面が指摘されており、公的機関

と民間団体が密接に連携し、個々のケースに応じたきめ細かな支援を実施し

ていくことが非常に重要である。

各自治体においては、本事業を積極的に活用いただき、民間団体との協働

により、一人一人のニーズに応じた寄り添った支援体制の構築に取り組んで

いただくようお願いする。

なお、事業の実施に当たっては、

・ 支援対象者については、「若年女性」に限定するものではないこと

・ 必須事業である「関係機関連携会議」は、既存の会議等を活用するこ

とも可能であること

・ アウトリーチ支援、居場所の提供、自立支援については、取組毎に民

間団体へ委託等することも可能であること

にご留意いただくようお願いする。

＜実施主体＞都道府県・市（特別区含む）

＜補助率＞国１／２（都道府県・市町村１／２）
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７ 民間団体支援強化・推進事業

「民間団体支援強化・推進事業」は、民間団体との協働による支援の実施

に向け、民間団体の掘り起こしや育成等を行う場合に必要な費用を補助する

ものである。

具体的には、

・ 女性支援を行っている民間団体の調査や外部有識者等を含めた会議体

を設け、団体の掘り起こし策等の検討を行うこと。

・ 民間団体の育成を目的とした、民間団体へのアドバイザー派遣や、他

の民間団体での実地訓練などの取組

・ 相談支援や自立支援に関する立ち上げ支援

により、民間団体を発掘・育成を図るものである。

なお、新たな団体の立ち上げに限らず、他分野で活動している団体を活用

する場合においても補助対象となるため、積極的な活用をお願いする。

＜実施主体＞都道府県・市町村（特別区含む）

＜補助率＞国１／２（都道府県・市町村１／２）

８ 困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業

「困難な問題を抱える女性への支援体制構築事業」は、

・ 都道府県基本計画の見直しや、市町村計画の策定

・ 女性相談支援員等の専門職の採用活動

・ ＩＣＴの利活用

・ 女性相談支援センター、一時保護所、女性自立支援施設における入所

者等の生活向上を図ることを目的とした軽微な改修

・ 身元保証人に係る損害保険契約の保険料

・ 施設間の交流研修

等に必要な費用を補助するものであるため、積極的にご活用いただきたい。

９ 女性保護事業費負担金・女性自立支援事業費補助金【拡充】

「女性保護事業費負担金」（旧：婦人保護事業負担金）は、女性相談支援
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センターが、ＤＶ被害者やストーカー被害者、人身取引被害者、家族関係の

破綻や生活の困窮等、社会生活を営むうえで困難な問題を抱える女性を対象

に一時保護を実施する場合に必要となる費用を負担するものである。

また、「女性自立支援事業費補助金」（旧：婦人保護事業費補助金）は、女

性自立支援施設において、支援対象者の自立に向けて、中長期的に心身の健

康の回復を図りつつ、生活を支援する際に必要となる費用を補助するもので

ある。

令和６年度当初予算案においては、それぞれ人身取引被害者に対応するた

めの通訳を配置する「人身取引被害者対応支援加算」を拡充し、通訳者雇上

費の対象を人身取引被害者に限定せず、全ての外国籍を有する者へ拡大して

いるため、地域の実情に応じてご活用いただきたい。

なお、「婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱」など女性相談支

援センター一時保護所や女性自立支援施設における女性支援費（旧：婦人保

護費）に関する通知について、女性支援新法の規定や趣旨に即した内容へ見

直しを行うこととしているので、予めご了知いただきたい。

10 女性相談支援センター運営費負担金

「女性相談支援センター運営費負担金」（旧：婦人相談所運営費負担金）

は、女性相談支援センターが行う困難な問題を抱える女性の移送に必要な費

用や、外国籍を有するＤＶ被害者や人身取引被害者等の保護に必要となる通

訳の雇上費用等として、都道府県等が支弁した経費に対し、国が負担するも

のである。

11 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣議決定）

においては、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するた

めに「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の追加を行う旨

が盛り込まれた。

各自治体においては、｢重点支援地方交付金を活用した婦人保護施設及び

救護施設等の支援について｣（令和５年 11 月９日厚生労働省社会・援護局総
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務課女性支援室・保護課保護事業室・地域福祉課事務連絡）をご確認いただ

き、女性自立支援施設、女性相談支援センター、女性相談支援センター一時

保護所等におけるエネルギー価格や食料品価格の高騰に対する支援や施設

整備における資材費の高騰分への支援について、他の自治体の事例も参考に

しながら、積極的に同交付金の活用についてご検討いただきたい。

12 社会福祉施設等施設整備費補助金（女性自立支援施設等分）

「社会福祉施設等施設整備費補助金（女性自立支援施設等分）」は、女性

支援新法に基づき、都道府県又は女性相談支援センター設置市における女性

相談支援センター一時保護所の整備に必要な費用、及び都道府県又は社会福

祉法人が設置する女性自立支援施設の整備に必要な費用を補助するもので

ある。

令和３年度から令和７年度までの５か年は、「防災・減災、国土強靱化の

ための５か年加速化対策」（令和２年 12 月 11 日閣議決定）に基づき、施設

の耐震対策等の整備（耐震化対策、非常用自家発電設備、ブロック塀等対策

及び水害対策）を推進することとしているため、当整備費補助金の活用等に

より、通常整備と併せて耐震化対策等の整備についてご検討いただきたい。

また、令和５年度より、社会福祉施設等施設整備費補助金における他の補

助対象施設と同様に、女性自立支援施設等の整備についても、原則、単年度

の整備事業を協議（補助）の対象としているので、ご留意いただきたい。

13 補助金の適正な執行について

国庫補助金については、事業目的と異なる他の用途へ使用されることや、

複数の国庫補助金で重複して同一対象経費に充てられることがないよう徹

底することが必要である。

そのため、補助金の申請及び実績報告に当たっては、

・ 事業の実施者（委託先及び補助先を含む）において、当該国庫補助事

業以外の他の事業（自主事業や他の補助事業等）が行われていないか確

認すること

・ 他の事業が行われている場合は、国庫補助事業の対象経費が、他の事
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業との間で適切に区分又は按分されているかを確認すること

・ 複数の事業に共通して従事している職員等や、共通して使用されてい

る物件等がある場合は、当該共通の職員等や物件等に関する経費につい

て、区分又は業務量や支援対象者数等により適切に按分し、重複がない

ように整理すること等について徹底いただくようお願いする。

第３ 令和６年度の取組について

１ 権利擁護及び質の評価の仕組みの検討

令和６年度において、女性支援新法附則第２条に基づき、支援を受ける者

の権利擁護の仕組みの構築及び支援の質を公正かつ適切に評価する仕組み

の構築について検討を進めることとしている。

検討に当たっては、各自治体に対する調査等を行う場合があるため、予め

ご承知置き願いたい。

２ 女性相談支援センター全国共通短縮ダイヤル「＃８７７８」（はなそう

なやみ）の設置

困難な問題を抱える女性が、女性相談支援センターに相談アクセスしやす

い環境を整備することを目的として、現在、女性相談支援センター全国共通

短縮ダイヤル（※）の設置・運用について検討を行っている。

当全国共通短縮ダイヤルの概要については、令和６年２月14日に開催した

オンライン説明会においてご連絡したとおりであるが、詳細が決まり次第、

改めてご連絡するのでご了知いただきたい。

※ 全国どこからでも「＃８７７８」に電話をすれば、電話をかけた所在

地の女性相談支援センターにつながる仕組み。

第４ その他

１ 悪質ホストクラブ問題
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現在、いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛による借

金を背負い、その返済のために売春する等の事例が生じている。

被害に遭われた方それぞれの事情に応じて、関係機関が連携しながら支援

を行っていくことが重要であるが、引き続き、どこに何を相談して良いか分

からない方については、まずは、婦人相談所（女性相談支援センター。以下

１において同じ。）を最初の相談窓口として対応いただくようお願いする。

また、相談者の中には、居住地の都道府県以外の婦人相談所に連絡され

る場合もあるが、他の都道府県に在住する者から相談があった場合につい

ても、厚生労働省ＨＰ（ＵＲＬ：https://www.mhlw.go.jp/content/001182589.pdf）を

ご活用いただき、居住地の都道府県の相談窓口又は専門機関の窓口をご紹

介いただくなど、適切な相談窓口に繋いでいただくよう配慮をお願いす

る。

併せて、「悪質ホストクラブに関する相談受付件数調査について」（令和５

年 12 月８日厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室事務連絡）において

依頼しているとおり、婦人相談所において受け付けた悪質ホストクラブ問題

に関する相談件数については、毎月５日までに前月分の状況をご報告いただ

くようご協力をお願いする。

２ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改

正する法律」（令和５年法律第 30 号）の施行

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正

する法律」（令和５年法律第 30 号。以下「改正法」という。）が令和５年５

月に成立・公布され、一部の規定を除き、令和６年４月１日から施行される。

改正法の施行により、保護命令制度の拡充や保護命令違反の厳罰化、都道

府県基本計画の記載事項の拡充、協議会の法定化が行われるので、その内容

に つ い て 内 閣 府 Ｈ Ｐ （ ＵＲＬ：https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-

vaw/law/index2.html）等により確認し、引き続き、男女共同参画主管課や配偶者

暴力相談支援センター主管課など本法律に関係する部局と連携の上、支援対

象者に対する適切な支援が実施されるようお願いする。
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３ 外国籍を有する女性等への支援

困難な問題を抱える女性への支援に関しては、令和５年３月に公布した

「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」に

おいて、女性支援新法の定義する状況に当てはまる女性であれば、年齢、障

害の有無、国籍等を問わず、支援の対象となる旨をお示している。

各自治体においては、国籍や在留資格の有無を問わず、必要な支援を提供

いただくようお願いする。

４ 人身取引被害者支援

人身取引被害者への支援については、人身取引対策行動計画２０２２（

令和４年 12 月 20 日犯罪対策閣僚会議）に基づき、関係機関と連携・協力を

図りながら対応いただいているところである。引き続き、人身取引被害者の

保護に当たっては、安全の確保及び心身の健康状態に配慮した心理的ケア等

の対応を行うきめ細かな支援を行っていただくようお願いする。

また、「婦人相談所及び児童相談所における人身取引被害者の一時保護の

状況等について」（令和５年４月 28 日厚生労働省社会・援護局総務課女性

支援室・こども家庭庁支援局虐待防止対策課事務連絡）において、人身取

引被害者の保護を行った場合は、その都度ご報告いただくよう依頼してい

るところであるが、現在、報告の内容や報告方法について見直しを行って

いるため、ご承知おき願いたい。

５ ギャンブル等依存症対策

困難な問題を抱える女性の中には心的外傷を抱えている者や、差別や社会

的排除等の経験に起因する困難や生きづらさ等を抱えている者も少なくな

い。その生きづらさを紛らわせたり、直面しないようにするためにギャンブ

ル等ものや行為に依存していくことも少なくない。

ギャンブル等依存症対策については、「ギャンブル等依存症対策基本法」

（平成30年法律第74号）及び「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」（令和

４年３月25日）に基づき、地方公共団体や関係機関等において、密接に連携

を図りつつ、必要な取組を行っている。
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婦人相談所（女性相談支援センター）や婦人相談員（女性相談支援員）に

おいても、ギャンブル等依存症を有する者から相談があった場合等において

は、精神保健福祉センターや医療機関と連携した上で適切に対応するようお

願いする。

６ 「かにた婦人の村」

「かにた婦人の村」は、全国で唯一の長期入所型の婦人保護施設（女性自

立支援施設）である。本施設は、全国から入所者を受け入れ、長期にわたる

心身の回復及び生活や就労等自立に向けた支援を行っているので、これまで

入所実績のない自治体も含め、同施設の活用についてご検討いただきたい。

また、本施設については、現在、本体施設の改築工事を行っており、令和

５年度中の竣工を予定していたが、令和６年度中になる見込みである。改築

整備にかかる費用負担の考え方については、「婦人保護長期入所施設「かに

た婦人の村」の改築整備の実施について」（令和５年３月30日子家発0330第２

号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）においてご連絡しているが、

今後、改めてご案内するので、入所者を措置している都道府県におかれては

ご承知おき願いたい。

７ 保育士特定登録取消者管理システム

現在、こども家庭庁において、令和６年４月１日からの本格運用に向けて、

「保育士特定登録取消者管理システム」の構築を進めているところである。

当システムは、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消

された者等（特定登録取消者）の情報についてデータベースを国が整備し、

保育士を任命又は雇用する施設・事業者等の採用権者が同データベースを活

用し、保育士の適切な任命又は雇用の判断を行うためのものである。

女性自立支援施設及び女性相談支援センターが保育士を任命又は雇用し

ようとする際は、令和６年4月１日から当システムを活用することが義務付

けられることになることから、データベース利用者の情報登録等の事前準備

について、こども家庭庁成育局成育基盤企画課より都道府県・指定都市の保

育主管部（局）を通じて協力依頼がなされているものと承知している。デー
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タベース利用者の情報登録等の事前準備及び当システムを活用した保育士

の適切な任命又は雇用について遺漏なく行われるようお願いする。
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（案） 

社 援 発 ※ 第 ※ 号 

令和※年※月※ 日  

 

 

 

 

  都道府県知事 

各 市 町 村 長 殿 

  特 別 区 長 

 

 

厚生労働省社会・援護局長 

 

 

 

 

女性自立支援施設通所支援モデル事業の実施について 

 

 

 女性支援事業の推進については、かねてから特段のご配意をいただいているところであ

るが、「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本方針」（令和５年３月

29 日厚生労働省告示第 111 号）において、「女性自立支援施設への入所措置がなされない

場合、性暴力等の被害からの心身の健康の回復に向けた支援や、安定的な日常生活を営ん

でいくための専門的な相談支援等を継続的に受けることが難しいとの指摘もあることから、

例えば通所により、女性自立支援施設等の支援担当者の専門性を活かした支援を受ける等、

入所措置に至らない場合の新たな専門的支援の在り方について、検討を深めていくことが

必要である。」旨が記載されたところ。 

今般、女性自立支援施設への入所措置に至らない場合等の専門的支援の在り方について、

検討するため、別紙のとおり実施要綱を定め、令和６年４月１日から試行的に実施するこ

ととしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。 

また、各自治体におかれては管内の関係機関に対して、この旨周知されるようお願いす

る。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に

基づく技術的な助言である。 
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（別紙） 

 

女性自立支援施設通所支援モデル事業実施要綱 

 

 

１ 目的 

  女性自立支援施設通所支援モデル事業（以下「モデル事業」という。）は、困難な問題

を抱える女性のうち、女性自立支援施設への入所による支援が望ましいが入所に繋がら

なかったケース等について、試行的な取り組みとして、女性自立支援施設における通所

型による支援等を実施することにより、支援の在り方について検討することを目的とす

る。 

 

２ 実施主体等 

  事業の実施主体は、都道府県とする。 

なお、都道府県は、事業を適切に実施することができると認めた者に事業の全部又は

一部を委託して実施することができるものとする。 

 

３ 事業内容 

  以下の（１）を必須事業とし、地域の実情に応じて（２）～（６）のいずれか又はす

べてに取り組むものとする。 

（１）施設入所への課題検証等の実施 

   女性自立支援施設への入所による支援が望ましいが、入所に繋がらなかったケース

等について、その要因を検討すること。 

（２）日中活動等を通じた居場所の確保や生活習慣等の定着支援の実施 

   女性自立施設において、日中の居場所がない者又は経験の乏しさ等から就労に不安

がある者等を対象とし、通所により、女性自立施設内での作業や日中活動等を通じた

居場所を提供するとともに、就業意欲を高め、一般的な生活力を身につけるための支

援を行う。 

（３）心理療法等の実施 

   女性自立支援施設において、性的な被害や、配偶者、親族等からの身体的、心理的、

性的な暴力等の被害を受け、心的外傷を抱えている者等を対象として、通所による定

期的な心理療法等を実施し、心身の健康の回復を図る。 

（４）ピアサポートの実施 

   女性自立支援施設において、施設入所者を含め、同じ立場や境遇、経験等を有する

女性同士の情報交換や交流の場の提供、施設退所者等と意見交換を行う場の提供など、

当事者性を活かしたサポート活動を行う。 

（５）女性自立支援施設の生活体験の実施 

女性自立支援施設への入所が望ましい者等について、事前に、通所又は短期間の宿

泊により、施設における生活を体験することで、本人の意思決定等の支援を行う。 

（６）その他の取組 
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   上記のほか、女性自立支援施設への入所に繋がらなかったケースに対する専門的な

支援を実施する。 

 

第４ 事業計画書等の提出 

   本事業を実施する都道府県は、「困難な問題を抱える女性支援推進等事業費の国庫補

助について」（令和５年６月 13 日厚生労働省発社援 0613 第４号）の７に基づく補助金

の交付の申請と併せて、事業計画書（別紙様式１）を提出するものとする。 

また、事業終了後においては、翌年度４月末日までに、実施状況報告書（別紙様式

２）を提出するものとする。 

 

第５ 費用 

本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助するものと

する。 
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（別紙様式１） 

 

事業計画書 

 

自治体名：        

実施施設：       （民設の場合は設置主体の法人名：           ） 

 

１ 事業内容（見込み） 

（１）日中活動等を通じた居場所の確保や生活習慣等の定着支援    有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

通所支援を行う日時（週３日９時～17 時など）や、職員の配置状況（施設職員の兼務、

専属職員の雇用など）、支援対象者の見込み人数などを含め、具体的な支援の内容を記載

すること。 

 

 

 

（２）心理療法等                         有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

通所支援を行う日時（週３日９時～17 時など）や、職員の配置状況（施設職員の兼務、

専属職員の雇用など）、支援対象者の見込み人数などを含め、具体的な支援の内容を記載

すること。 

 

 

 

（３）ピアサポート                        有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

提供する交流の場等の日時（週３日９時～17 時など）や、職員の配置の有無、支援対

象者の見込み人数などを含め、具体的な支援の内容を記載すること。 

 

 

 

 

（４）女性自立支援施設の生活体験                 有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

体験期間や支援対象者の見込み人数などを含め、具体的な支援の内容を記載すること。 
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（５）施設入所への課題検証等                   有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

検証方法や検証スケジュールなど具体的な内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

（６）その他の取組                        有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業所要額（見込み） 

（１）～（６）の取組ごとに所要額を記載すること。また、人件費について、職員を複

数名配置する場合は、職員毎に所要額を記載すること。 
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（別紙様式２） 

 

実施状況報告書 

 

自治体名：        

実施施設：       （民設の場合は設置主体の法人名：           ） 

 

１ 事業内容（実績） 

（１）日中活動等を通じた居場所の確保や生活習慣等の定着支援    有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

通所支援を行った日時（週３日９時～17 時など）や、職員の配置状況（施設職員の兼

務、専属職員の雇用など）、支援対象者の人数などを含め、具体的な支援の内容及びその

効果や課題等を記載すること。 

 

 

 

（２）心理療法等                         有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

通所支援を行った日時（週３日９時～17 時など）や、職員の配置状況（施設職員の兼

務、専属職員の雇用など）、支援対象者の人数などを含め、具体的な支援の内容及びその

効果や課題等を記載すること。 

 

 

 

（３）ピアサポート                        有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

提供した交流の場等の日時（週３日９時～17 時など）や、職員の配置の有無、支援対

象者の人数などを含め、具体的な支援の内容及びその効果や課題等を記載すること。 

 

 

 

 

（４）女性自立支援施設の生活体験                 有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

体験期間や支援対象者の人数などを含め、具体的な支援の内容及びその効果や課題等

を記載すること。 
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（５）施設入所への課題検証等                   有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

検証方法や検証結果など具体的な内容を記載すること。 

 

 

 

 

 

（６）その他の取組                        有  ・  無 

＜具体的な内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業実績額 

（１）～（６）の取組ごとに実績額を記載すること。また、人件費について、職員を複

数名配置した場合は、職員毎に所要額を記載すること。 
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